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は
じ
め
に

江
戸
中
期
の
朱
子
学
者
・
浅
見
絅
斎
（
一
六
五
二-

一
七
一
一
）
の
主
著
と

し
て
知
ら
れ
る
『
靖
獻
遺
言
』（
以
下
『
遺
言
』）
は
、
中
国
史
上
の
「
忠
臣
義

士
」（『
遺
言
』
跋
文
）
の
詩
文
八
篇
を
後
世
に
「
遺
さ
れ
た
言
」
と
し
て
表
彰

せ
ん
と
す
る
も
の
で
、
巻
一
に
屈
原
を
表
彰
す
る
「
離
騒
懷
沙
賦
」
を
掲
げ
る
。

本
書
は
幕
末
以
来
、
憂
国
憂
民
の
青
年
た
ち
の
愛
読
書
と
な
り
、
近
代
日
本
に

お
い
て
も
広
く
出
版
・
流
布
さ
れ
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
と
さ
れ
る
。
本

稿
は
こ
の
『
靖
獻
遺
言
』
に
お
け
る
屈
原
言
説
を
読
み
解
き
、
日
本
近
代
に
お

け
る
屈
原
像
の
淵
源
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
遺
言
』
は
、「
述
而
不
作
」
を
標
榜
し
た
師
・
山
崎
闇
斎
の
表
彰
類
と
同
様
、

撰
者
が
選
ん
だ
文
を
並
び
挙
げ
て
い
く
こ
と
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
撰
者
が
直

接
持
論
を
述
べ
る
こ
と
は
極
力
排
さ
れ
て
い
る
が
、
門
人
た
ち
に
行
っ
た
講
義

の
筆
録
が
絅
斎
の
死
か
ら
約
四
十
年
後
に
『
靖
獻
遺
言
講
義
』（
以
下
『
講
義
』）

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
小
稿
に
先
行
す
る
別
稿
に
お
い
て
1
、

こ
の
撰
者
自
身
に
よ
る
解
説
書
と
も
言
え
る
『
講
義
』
に
拠
っ
て
編
纂
の
動
機

や
狙
い
等
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
屈
原
を
取
り
上
げ
る
巻
一
「
離
騒
懷
沙
賦
」

浅
見
絅
斎
『
靖
獻
遺
言
』
に
お
け
る
屈
原
像

― 

「
捨捨
生
而
取
義
」
を
め
ぐ
る
攻
防 

―

A
n A

gum
ent on Q

uYuan

（
屈
原
）

in
A

sam
i K

eisai

（
浅
見
絅
斎
）'s Seiken -Yigen

（
靖
献
遺
言
）

江
戸
中
期
の
朱
子
学
者
・
浅
見
絅
斎
の
主
著
と
し
て
知
ら
れ
る
『
靖

獻
遺
言
』
は
、中
国
史
上
の
「
忠
臣
義
士
」
の
詩
文
八
篇
を
後
世
に
「
遺

さ
れ
た
言
」
と
し
て
表
彰
せ
ん
と
す
る
も
の
で
、
巻
一
に
屈
原
を
表
彰

す
る
「
離
騒
懷
沙
賦
」
を
掲
げ
る
。
本
書
は
幕
末
以
来
、
憂
国
憂
民
の

青
年
た
ち
の
愛
読
書
と
な
り
、
近
代
日
本
に
お
い
て
も
広
く
出
版
・
流

布
さ
れ
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
と
さ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
『
靖
獻

遺
言
』
に
お
け
る
屈
原
言
説
を
読
み
解
き
、
日
本
近
代
に
お
け
る
屈
原

像
の
淵
源
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

田　

宮　

昌　

子
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二
八

に
収
め
ら
れ
た
諸
篇
を
原
拠
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
比
較
検
討
し
、
絅
斎
が
原

拠
文
に
ど
の
よ
う
な
改
編
を
加
え
て
い
る
か
を
詳
細
に
考
察
し
た
。

こ
の
作
業
を
経
て
見
え
て
き
た
の
は
、『
遺
言
』
は
一
見
そ
の
趣
旨
や
狙
い

が
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
撰
者
が
明
ら
か
に
は
述
べ
て

い
な
い
主
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の

点
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
て
み
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
遺
言
』
が
屈
原
の

名
に
よ
っ
て
如
何
な
る
価
値
を
表
彰
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

以
下
、『
遺
言
』
が
引
用
す
る
諸
篇
の
文
は
『
遺
言
』
テ
キ
ス
ト
に
拠
る
2
。『
遺

言
』
中
の
引
用
と
原
拠
文
と
の
相
違
に
つ
い
て
の
詳
細
は
上
述
の
前
稿
を
参
照

さ
れ
た
い
。

Ⅰ　

巻
一
「
離
騒
懷
沙
賦
」
が
展
開
す
る
議
論

『
遺
言
』
跋
文
は
ど
の
よ
う
な
文
を
『
遺
言
』
に
収
め
た
か
に
つ
い
て
、
こ

う
述
べ
て
い
る
。

�

古
今
忠
臣
義
士
、
素
定
之
規
、
臨
絶
之
音
、
見
乎
衰
頽
危
亂
之
時
、

而
表
于
青
史
遺
編
之
中
者
、
昭
昭
矣
。
…
閒
竊
纂
其
特
著
者
得
八

篇
。
…
且
稽
其
事
蹟
大
略
、
紀
諸
本
題
之
下
、
令
其
發
于
聲
辭
之

各
所
以
然
者
有
以
幷
考
焉
。
至
其
他
一
時
同
體
之
士
、
可
因
而
附

見
者
、
與
先
正
格
論
、
有
關
于
綱
常
之
要
、
以
及
夫
婾
生
忘
義
、

非
求
售
、
以
欲
欺
天
下
後
世
者
、
又
率
得
類
推
究
覈
、
以
屬
卷

後
（
古
今
の
忠
臣
義
士
、
素
定
の
規
、
臨
絶
の
音
、
衰
頽
危
亂
の

時
に
見

あ
ら
は

れ
て
、
青
史
遺
編
の
中
に
表

あ
ら
は

す
者
、
昭
昭
た
り
。
…
閒

こ
の
ご

ろ

竊ひ
そ
かに

其
の
特
に
著
し
き
者
を
纂

あ
つ
め

て
八
篇
を
得
。
…
且
つ
其
の
事
蹟

の
大
略
を
稽
へ
、
諸こ

れ

を
本
題
の
下
に
紀
し
、
其
の
聲
辭
に
發
す
る

の
各
ゝ
然
る
所
以
の
者
を
し
て
以
て
幷
せ
考
ふ
こ
と
有
ら
し
む
。

其
の
他
一
時
同
體
の
士
因
り
て
附
見
す
べ
き
者
と
、
先
正
の
格
論

の
、
綱
常
の
要
に
關
す
る
こ
と
有
る
と
、
以
て
夫か

の
生
を
婾
み
義

を
忘
れ
、
非
を

り
售
を
求
め
て
、
以
て
天
下
後
世
を
欺
か
ん
と

欲
す
る
者
に
及
ぶ
に
至
り
て
、
又
た
率

お
お
む

ね
類
推
究
覈か

く

し
て
以
て
卷

後
に
屬
す
る
こ
と
を
得
）。

古
今
の
忠
臣
義
士
の
遺
言
の
中
か
ら
特
に
選
び
抜
い
た
八
篇
に
、
そ
の
人
物
の

「
事
蹟
大
略
」（
評
伝
）
を
遺
言
の
前
に
記
し
、
そ
の
遺
言
が
発
せ
ら
れ
た
所
以

を
併
せ
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
更
に
、「
其
他
一
時
同
體
之
士
、
可
因
而

附
見
者
」（
参
考
と
す
べ
き
他
の
同
趣
の
人
物
）、「
先
正
格
論
、
有
關
于
綱
常

之
要
」（
大
義
に
関
わ
る
先
賢
の
論
）
に
、「
婾
生
忘
義
、

非
求
售
、
以
欲
欺

天
下
後
世
者
」（
命
を
惜
し
ん
で
大
義
を
忘
れ
、非
を
取
り
繕
っ
て
栄
達
を
望
み
、

天
下
後
世
を
欺
こ
う
と
す
る
者
）
を
も
加
え
て
附
載
し
た
、
と
言
う
。
こ
の
編

纂
方
針
が
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
か
、
巻
一
「
離
騒
懷
沙
賦
」
に
つ
い
て
筆
者

の
見
立
て
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
屈
原
の
評
伝
…
「
事
蹟
大
略
」

「
懷
沙
」
乱
辞
…
遺
言

　
　
附
載
一
　
漁
父
辞
…
「
同
體
之
士
」
？
「
欲
欺
天
下
後
世
者
」
？

　
　
附
載
二
　
朱
熹
の
揚
雄
「
反
離
騒
」
序
…
「
欲
欺
天
下
後
世
者
」

　
　
附
載
三
　
司
馬
光
の
龔
勝
論
…
「
同
體
之
士
」

　
　
附
載
四
　
朱
熹
の
守
節
論
…
「
先
正
格
論
」
一

　
　
附
載
五
　
朱
熹
の
失
節
論
…
「
先
正
格
論
」
二
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附
載
六
　
黄
榦
の
失
節
論
…
「
先
正
格
論
」
三

右
の
行
頭
下
げ
や
改
行
は
『
遺
言
』
の
体
裁
を
反
映
し
て
い
る
3
。
遺
言
で
あ

る
「
懷
沙
」
乱
辞
の
前
後
は
二
文
字
下
げ
で
収
録
し
、
遺
言
が
視
覚
的
に
も
中

心
に
屹
立
し
、
そ
の
前
に
序
に
当
た
る
「
事
蹟
の
大
略
」
が
置
か
れ
、
後
ろ
に

は
六
篇
の
文
を
附
載
す
る
4
。
巻
末
で
「
右
、
類
に
因
り
て
後
に
附
錄
す
。
後
、

皆
な
此
に
傚
へ
」
と
言
っ
て
お
り
、
巻
一
で
『
遺
言
』
全
書
の
体
裁
と
そ
の
意

味
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
諸
篇
を
並
び
掲
げ
て
い
く

一
種
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
主
題
を
読
み
解
い
て
い
く
。

（
一
）
屈
原
の
伝

「
其
の
聲
辭
に
發
す
る
の
各
ゝ
然
る
所
以
の
者
を
し
て
以
て
幷
せ
考
ふ
こ
と

有
ら
し
む
」。
遺
言
が
発
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
や
背
景
を
理
解
で
き
る
よ

う
に
遺
言
の
前
に
置
く
と
し
て
い
る
「
事
蹟
の
大
略
」
は
各
巻
の
序
と
言
え
る
。

巻
一
で
は
屈
原
の
略
伝
と
人
物
評
か
ら
成
る
。
略
伝
は
朱
熹
『
楚
辭
集
注
』「
離

騒
」
序
を
基
本
と
し
な
が
ら
、『
史
記
』「
屈
原
伝
」
か
ら
若
干
の
増
補
修
正
を

加
え
て
い
る
。「
懷
石
」
の
一
語
を
『
史
記
』
か
ら
挿
入
し
て
（
傍
線
部
）「
遂

赴
汨
羅
之
淵
、
懷
石
自
沈
而
死
」（
遂
に
汨
羅
の
淵
に
赴
き
、
石
を
懷
き
て
自

ら
沈
ん
で
死
す
）
で
略
伝
を
終
え
る
と
、「
傳
曰
」
と
導
入
言
を
挿
入
す
る
も

の
の
、
改
行
を
加
え
る
こ
と
な
く
5
、『
史
記
』
か
ら
司
馬
遷
の
屈
原
評
を
引
く
。

�

夫
天
者
人
之
始
也
。
父
母
者
人
之
本
也
。
人
窮
則
反
本
。
故
勞
苦

倦
極
、
未
嘗
不
呼
天
也
。
疾
痛
慘
怛
、
未
嘗
不
呼
父
母
也
。
屈
平

正
道
直
行
、
竭
忠
盡
智
、
以
事
其
君
、
讒
人
閒
之
、
可
謂
窮
矣
。

其
志
潔
、故
其
稱
物
芳
。
其
行
廉
、故
死
而
不
容
。蟬
蛻
於
濁
穢
之
中
、

以
浮
游
塵
埃
之
外
、
不
獲
世
之
滋
垢
、皭
然
泥
而
不
滓
。
推
此
志
也
、

雖
與
日
月
爭
光
可
也
（
夫
れ
天
は
人
の
始
め
な
り
。
父
母
は
人
の

本
な
り
。
人
窮
す
れ
ば
則
ち
本
に
反
る
。
故
に
勞
苦
倦
極
、
未
だ

嘗
て
天
を
呼
ば
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
疾
痛
惨
怛
、
未
だ
嘗
て
父
母
を

呼
ば
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
屈
平
、
道
を
正
し
く
し
行
を
直
く
し
忠
を

竭
く
し
智
を
盡
く
し
、
以
て
其
の
君
に
事
へ
し
を
、
讒
人
之
を
閒

す
。
窮
す
と
謂
ふ
べ
し
。
其
の
志
潔
し
。
故
に
其
の
物
を
稱
す
る

こ
と
芳
し
。
其
の
行
ひ
廉
な
り
。
故
に
死
し
て
容
れ
ら
れ
ず
。
濁

穢
の
中
に
蟬
蛻
し
て
、
以
て
塵
埃
の
外
に
浮
游
し
、
世
の
滋
垢
を

獲
ず
。
皭
然
と
し
て
泥
し
て
滓け

が

さ
れ
ず
。
此
の
志
を
推
す
に
日
月

と
光
を
爭
ふ
と
雖
も
可
な
り
）。

前
稿
6
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
原
拠
文
か
ら
「
屈
平
之
作

離
騷
、
蓋
自
怨
生
也
」（
屈
平
の
離
騷
を
作
る
、
蓋
し
怨
み
よ
り
生
ず
る
な
り
）

等
、
君
上
批
判
の
是
認
や
湯
武
革
命
の
肯
定
な
ど
、
絅
斎
の
思
想
と
相
容
れ
な

い
文
言
が
刪
除
さ
れ
、
屈
原
像
は
、
ま
さ
に
父
子
と
共
に
君
臣
関
係
も
天
合
と

し
、
些
か
の
留
保
も
無
い
忠
を
尽
く
す
こ
と
、
一
点
の
汚
れ
も
な
い
清
さ
を
人

格
に
求
め
る
絅
斎
の
思
想
を
体
現
す
る
も
の
に
再
編
さ
れ
て
い
る
。

続
け
て
、「
朱
子
曰
」
と
導
入
言
を
挿
入
す
る
も
の
の
改
行
す
る
こ
と
な
く

7
、『
史
記
』
の
屈
原
評
に
そ
の
ま
ま
繋
げ
て
、『
集
注
』
前
序
か
ら
朱
熹
に
よ

る
屈
原
評
を
引
く
。

原
之
爲
人
、
其
志
行
雖
或
過
於
中
庸
而
不
可
以
爲
法
、
然
皆
出
於

忠
君
愛
國
之
誠
心
。
原
之
爲
書
、
其
辭
旨
雖
或
流
於
跌
宕
怪
神
怨

懟
激
發
而
不
可
以
爲
訓
、
然
皆
生
於
繾
綣
惻
怛
、
不
能
自
已
之
至
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意
（
原
の
人
た
る
、
其
の
志
行
或
は
中
庸
に
過
ぎ
て
以
て
法
と
爲

す
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
皆
な
忠
君
愛
國
の
誠
心
に
出
づ
。

原
の
書
た
る
、
其
の
辭
旨
或
は
跌
宕
怪
神
怨
懟
激
發
に
流
れ
て
、

以
て
訓
と
爲
す
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
皆
な
繾
綣
惻
怛
、

自
ら
已
む
能
は
ざ
る
の
至
意
に
生
ず
）。

こ
こ
で
は
、屈
原
の
「
爲
人
」「
爲
書
」（
人
物
と
著
し
た
も
の
）
に
つ
い
て
、「
雖

…
然
…
」
と
共
通
の
構
文
を
用
い
、
留
保
要
素
を
認
め
た
上
で
そ
の
価
値
を
主

張
し
て
い
る
。
屈
原
の
「
志
行
」「
辭
旨
」（
言
行
と
辞
賦
）
は
、
或
い
は
「
中

庸
に
過
ぎ
」「
跌
宕
怪
神
怨
懟
激
發
に
流
れ
て
」
い
る
た
め
、「
法
」（
の
り
）
や
「
訓
」

（
お
し
え
）
と
す
る
に
は
相
応
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら

は
皆
な
「
忠
君
愛
國
の
誠
心
」「
繾
綣
惻
怛
自
ら
已
む
能
は
ざ
る
の
至
意
」
か

ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
。

雖
其
不
知
學
於
北
方
以
求
周
公
仲
尼
之
道
、
而
獨
馳
騁
於
變
風
變

雅
之
末
流
。
以
故
醇
儒
荘
士
或
羞
稱
之
、
然
使
世
之
放
臣
屏
子
怨

妻
去
婦
汶
淚
唫
謳
於
下
、
而
所
天
者
幸
而
聽
之
、
則
於
彼
此
之
閒
、

天
性
民
彞
之
善
、
豈
不
足
以
交
有
所
發
、
而
增
夫
三
綱
五
典
之
重
。

此
予
之
所
以
每
有
味
於
其
言
、
而
不
敢
直
以
詞
人
之
賦
視
之
也
。

「
辭
旨
」
に
つ
い
て
の
評
が
続
く
。
長
文
に
な
っ
て
い
る
た
め
や
や
分
か
り
に

く
い
が
、
こ
こ
で
も
「
雖
…
然
…
」
と
同
様
の
留
保
と
肯
定
の
文
型
が
使
わ
れ

て
い
る
。「
雖
」
を
置
い
て
、
屈
原
の
辞
賦
は
「
北
方
に
學
ん
で
以
て
周
公
仲

尼
の
道
を
求
む
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
獨
り
變
風
變
雅
の
末
流
に
馳
騁
」
し

て
い
る
た
め
、「
醇
儒
荘
士
或
は
之
を
稱
す
る
を
羞
づ
」
と
留
保
要
素
を
示
し

た
上
で
、「
然
」
と
逆
接
で
受
け
、「
世
の
放
臣
屏
子
怨
妻
去
婦
を
し
て
下
に
お

い
て
汶
淚
唫
謳
し
て
、
天
と
す
る
所
の
者
を
し
て
幸
に
し
て
之
を
聽
か
し
め
ば
、

則
ち
彼
此
の
閒
、
天
性
民
彛
の
善
に
お
い
て
、
豈
に
以
て
交こ

も

ゝご
も

發
す
る
所
有
り

て
、
夫
の
三
綱
五
典
の
重
を
增
す
に
足
ら
ざ
ら
ん
」
と
肯
定
す
べ
き
価
値
を
述

べ
、「
此
れ
予
の
毎
に
其
の
言
に
味
ふ
有
り
て
、
敢
て
直
に
詞
人
の
賦
8

を
以

て
之
を
視
ざ
る
所
以
な
り
」（
だ
か
ら
こ
そ
私
は
屈
原
が
残
し
た
言
葉
を
常
日

頃
味
読
し
、
文
辞
が
華
麗
な
だ
け
の
空
疎
な
辞
賦
と
は
同
列
に
扱
わ
な
い
の
で

あ
る
）
と
結
論
を
述
べ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
屈
原
の
人
物
と
辞
賦
に
つ
い
て
、
評
価
の
重
点
は

「
忠
君
愛
國
」「
繾
綣
惻
怛
」
に
あ
り
、「
雖
」
と
し
て
挙
げ
る
否
定
的
側
面
は

あ
く
ま
で
従
で
、
主
は
肯
定
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
世
に
あ
る
批
判
の
典
型

的
な
も
の
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
が
当
た
ら
な
い
か
、
或
い
は
外
れ
て
い
な
い
と

し
て
も
、
よ
り
高
い
価
値
が
あ
る
と
肯
定
す
る
、
そ
し
て
そ
の
根
拠
を
経
書
に

求
め
る
こ
と
は
王
逸
『
楚
辭
章
句
』
に
見
え
る
戦
略
に
通
じ
る
。
こ
こ
ま
で
、

伝
と
人
物
評
は
改
行
を
加
え
ず
併
せ
て
一
ま
と
ま
り
の
形
を
呈
し
、
遺
言
の
前

に
冠
さ
れ
た
序
と
な
っ
て
い
る
9
。
絅
斎
は
君
上
批
判
や
湯
武
革
命
な
ど
自
身

の
思
想
と
相
い
れ
な
い
文
言
を
刪
除
し
、
忠
君
と
節
操
を
核
に
屈
原
像
を
再
構

成
し
て
い
る
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
遺
言
で
あ
る
。

（
二
）「
懷
沙
」
乱
辞

次
い
で
、
巻
一
の
眼
目
で
あ
る
遺
言
「
懷
沙
」
乱
辞
を
置
く
。
遺
言
の
前
後

は
行
頭
が
二
文
字
下
が
り
、
遺
言
が
視
覚
的
に
も
浮
き
出
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

浩
浩
沅
湘
、
分
流
汩
兮
。
脩
路
幽
蔽
、
道
遠
忽
兮
。
曾
傷
爰
哀
、

永
歎
喟
兮
。
世
溷
濁
莫
吾
知
、
人
心
不
可
謂
兮
。
懷
質
抱

、
獨

無
匹
兮
。
伯
樂
旣
沒
、
驥
焉
程
兮
。
民
生
稟
命
、
各
有
所
錯
兮
。

定
心
廣
志
、
余
何
畏
懼
兮
。
知
死
不
可
讓
、
願
勿
愛
兮
。
明
告
君
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子
、
吾
將
以
爲
類
兮
（
浩
浩
た
る
沅
湘
、
分
流
し
て
汨
た
り
。
脩

路
幽
蔽
し
、道
遠
忽
た
り
。
曾
て
傷
み
爰
に
哀
し
み
、永
く
歎
喟
す
。

世
溷
濁
し
、
吾
を
知
る
莫
し
。
人
心
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
質
を
懷
き

を
抱
き
て
、獨
り
匹
無
し
。
伯
樂
旣
に
没
す
。
驥
焉
ん
ぞ
程
ら
ん
。

民
生
、
命
を
稟
け
、
各お

の

ゝお
の

錯
く
所
有
り
。
心
を
定
め
志
を
廣
め
ば
、

余
何
ぞ
畏
懼
せ
ん
。
死
の
讓
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
願
く
は
愛

む
な
か
ら
ん
。
明
ら
か
に
君
子
に
告
ぐ
、
吾
將
に
以
て
類の

り

と
爲
ら

ん
と
す
、
と
）。

優
れ
た
美
質
が
故
に
濁
世
に
孤
独
を
か
こ
つ
屈
原
が
入
水
を
前
に
川
の
ほ
と
り

で
決
意
を
述
べ
る
。
そ
の
決
意
「
死
の
讓
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
。
願
く
は
愛

む
な
か
ら
ん
。
明
か
に
君
子
に
告
ぐ
、吾
將
に
以
て
類
と
爲
ら
ん
と
す
」
は
『
集

注
』
で
は
「
知
死
之
不
可
讓
則
捨
生
而
取
義
可
也
。
所
惡
有
甚
於
死
者
、
豈

復
愛
此
七
尺
之
軀
哉
。
類
法
也
。
以
此
言
爲
法
也
。」（
死
の
讓
る
べ
か
ら
ざ
る

を
知
ら
ば
則
ち
生
を
捨
て
て
義
を
取
り
て
可
な
り
。
惡
む
所
、
死
よ
り
甚
し
き

者
有
り
。
豈
に
復
た
此
の
七
尺
の
軀
を
愛
し
ま
ん
や
。
類
は
法
な
り
。
此
の
言

を
以
て
法
と
爲
す
な
り
）
と
注
さ
れ
て
い
る
10
。
絅
斎
は
『
講
義
』
で
こ
の
点

に
言
及
し
て
い
な
い
が
、
絅
斎
の
楚
辞
お
よ
び
屈
原
理
解
は
朱
熹
の
楚
辞
学
に

拠
っ
て
お
り
11
、
絅
斎
が
こ
の
乱
辞
を
「
遺
言
」
と
す
る
の
は
こ
の
解
釈
に
基

づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

（
三
）
附
載
一　

漁
父
辞

遺
言
の
後
は
、
行
を
改
め
て
再
び
二
文
字
下
げ
、
六
篇
の
文
を
附
載
す
る
。

筆
頭
は
「
漁
父
」
辞
で
あ
る
。
屈
原
が
主
人
公
と
し
て
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は

跋
文
に
言
う
「
同
體
之
士
」
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

屈
原
旣
放
、
游
於
江
潭
、
行
吟
澤
畔
、
顏
色
憔
悴
、
形
容
枯
槁
。

漁
父
見
而
問
之
曰
、
子
非
三
閭
大
夫
與
。
何
故
至
於
斯
。

憔
悴
し
た
様
子
で
川
の
ほ
と
り
を
行
吟
す
る
屈
原
と
漁
父
と
の
問
答
。
高
度
に

象
徴
化
さ
れ
た
寓
話
で
あ
る
。

屈
原
曰
、
擧
世
皆
濁
我
獨
淸
、
衆
人
皆
醉
我
獨
醒
、
是
以
見
放
。

漁
父
曰
、
聖
人
不
凝
滯
於
物
、
而
能
與
世
推
移
。

自
分
が
放
逐
さ
れ
た
の
は
「
世
の
中
が
濁
り
切
っ
て
い
る
の
に
私
ひ
と
り
澄
ん

で
い
て
、
み
な
が
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
る
の
に
私
ひ
と
り
醒
め
て
い
る
」
か
ら
だ

と
屈
原
は
言
う
。
対
す
る
漁
父
が
言
う
「
物
に
凝
滯
せ
ず
し
て
、
能
く
世
と
推

移
る
」（
是
非
に
拘
泥
せ
ず
、
世
間
と
調
子
を
合
わ
せ
て
生
き
る
）
は
「
聖
人
」

は
そ
う
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
処
世
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、

屈
原
へ
の
批
判
と
な
る
。
漁
父
は
問
う
。
詰
問
調
で
あ
る
。

世
人
皆
濁
、
何
不
淈
其
泥
而
揚
其
波
。
衆
人
皆
醉
、
何
不
餔
其
糟

而
歠
其
釃
。
何
故
深
思
高
擧
、
自
令
放
爲
。

「
世
を
挙
げ
て
濁
っ
て
い
る
な
ら
、
な
ぜ
一
緒
に
泥
を
か
ぶ
ら
な
い
の
か
。
皆

が
酔
っ
て
い
る
な
ら
、
な
ぜ
一
緒
に
酔
っ
ぱ
ら
わ
な
い
の
か
。
な
ぜ
御
高
く
と

ま
っ
て
、
自
分
か
ら
爪
弾
き
に
さ
れ
る
の
か
」。
対
す
る
屈
原
は
言
う
。

新
沐
者
必
彈
冠
、
新
浴
者
必
振
衣
、
安
能
以
身
之
察
察
、
受
物
之

汶
汶
者
乎
。
寧
赴
湘
流
、
葬
於
江
魚
之
腹
中
、
安
能
以
皓
皓
之
白
、

而
蒙
世
俗
之
塵
埃
乎
。

「
身
を
浄
め
た
後
は
冠
や
衣
の
埃
を
払
う
も
の
。
せ
っ
か
く
の
き
れ
い
な
身
に

汚
れ
た
物
を
着
け
ら
れ
よ
う
か
。
真
っ
白
な
身
を
世
俗
で
汚
す
く
ら
い
な
ら
、

川
に
身
を
投
げ
て
魚
の
餌
食
に
な
っ
た
方
が
ま
し
だ
」。
問
答
は
屈
原
が
高
ら

か
に
守
節
を
宣
言
し
て
終
わ
る
。
遺
言
で
あ
る
「
懷
沙
」
乱
辞
の
守
節
の
意
を

補
強
す
る
た
め
の
文
で
あ
る
な
ら
、漁
父
と
屈
原
と
の
問
答
を
『
史
記
』
に
倣
っ
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て
12
こ
こ
で
終
え
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
が
、
絅
斎
は
問
答
の
後
に
付
さ

れ
た
逸
話
を
削
ら
ず
に
「
漁
父
」
辞
全
文
を
収
め
る
。

漁
父
莞
爾
而
笑
、
鼓
枻
而
去
、
乃
歌
曰
、
滄
浪
之
水
淸
兮
、
可
以

濯
吾
纓
。
滄
浪
之
水
濁
兮
、
可
以
濯
吾
足
。
遂
去
、
不
復
與
言
（
漁

父
莞
爾
と
し
て
笑
ひ
、
枻
を
鼓
し
て
去
る
。
乃
ち
歌
ひ
て
曰
く
、

滄
浪
の
水
淸す

ま
ば
、
以
て
吾
が
纓
を
濯あ

ら

ふ
べ
し
。
滄
浪
の
水
濁
ら

ば
、
以
て
吾
が
足
を
濯
ふ
べ
し
、
と
。
遂
に
去
り
て
、
復
た
與と

も

に

言
は
ず
）。

漁
父
は
に
っ
こ
り
と
笑
い
、
戯
れ
歌
を
歌
い
な
が
ら
去
っ
て
行
く
。

隠
者
め
い
た
人
物
が
道
家
的
な
「
出
世
」
の
境
地
か
ら
儒
家
的
な
「
入
世
」

の
生
き
方
を
諷
刺
す
る
。
そ
こ
に
警
句
め
い
た
歌
が
伴
う
と
い
う
形
態
は
『
論

語
』
微
子
篇
に
登
場
す
る
楚
狂
接
輿
の
逸
話
に
通
じ
る
。

楚
狂
接
輿
歌
而
過
孔
子
曰
、鳳
兮
鳳
兮
。
何
德
之
衰
。
往
者
不
可
諫
、

來
者
猶
可
追
。
已
而
已
而
。
今
之
從
政
者
殆
而
。
孔
子
下
、
欲
與

之
言
。
趨
而
辟
之
、
不
得
與
之
言
（
楚
狂
接
輿
、
歌
ひ
て
孔
子
を

過
ぎ
て
曰
く
、
鳳
よ
鳳
よ
、
何
ぞ
德
の
衰
へ
た
る
。
往
く
者
は
諫

む
べ
か
ら
ず
、來
た
る
者
は
猶
ほ
追
ふ
べ
し
。
已
み
な
ん
已
み
な
ん
。

今
の
政
に
從
ふ
者
は
殆あ

や

ふ
し
。
孔
子
下
り
て
之
と
言か

た

ら
ん
と
欲
す
。

趨は
し

り
て
之
を
辟さ

く
。
之
と
言か

た

る
を
得
ず
）。

二
篇
は
前
者
が
「
不
復
與
言
」、
後
者
が
「
不
得
與
之
言
」
と
結
び
の
語
ま
で

似
通
う
（
共
に
何
か
を
言
い
捨
て
て
、
反
論
を
受
け
付
け
ず
に
立
ち
去
る
）。

接
輿
の
逸
話
は
『
荘
子
』
內
篇
人
間
世
に
も
登
場
す
る
し
、『
論
語
』
微
子

篇
で
は
接
輿
の
他
に
も
何
人
か
の
隠
者
た
ち
が
立
ち
現
れ
て
は
孔
子
を
皮
肉

る
。
ま
た
、
漁
父
が
歌
う
歌
は
『
孟
子
』
離
婁
篇
上
に
「
孺
子
歌
」
と
し
て
ほ

ぼ
同
文
の
歌
が
引
か
れ
て
い
る
。
道
家
的
言
説
を
反
映
す
る
こ
の
よ
う
な
類
型

の
逸
話
が
道
家
思
想
が
流
行
し
た
戦
国
か
ら
前
漢
初
に
か
け
て
広
く
行
わ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
絅
斎
は
自
身
の
思
想
と
相
容
れ

な
い
字
句
に
は
執
拗
な
ま
で
の
刪
除
を
加
え
て
い
る
。
な
ぜ
、
一
見
「
忠
臣
義

士
」
が
敗
者
に
見
え
る
よ
う
な
言
説
13
を
『
史
記
』
に
倣
っ
て
削
っ
て
い
な
い

の
か
14
。
単
に
朱
熹
『
集
注
』
テ
キ
ス
ト
に
拠
り
全
文
が
収
録
さ
れ
た
だ
け
の

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
も
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

朱
熹
尊
崇
を
そ
の
学
の
強
い
特
徴
と
す
る
絅
斎
は
『
遺
言
』
に
お
い
て
も
朱
熹

の
文
に
対
し
て
は
そ
の
他
の
引
用
文
と
は
異
な
り
、
み
だ
り
に
手
を
加
え
な
い

が
、
大
義
に
関
わ
る
と
考
え
れ
ば
、
朱
熹
の
文
に
も
敢
え
て
手
を
加
え
て
持
論

を
貫
徹
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
周
到
な
用
意
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
い
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
続
く
附
載
文
を
見
て
い
く
こ
と
と
す

る
。（

四
）
附
載
二　

朱
熹
の
揚
雄
「
反
離
騒
」
序

次
い
で
、
朱
熹
が
揚
雄
「
反
離
騒
」
に
附
し
た
序
文
の
全
文
を
『
楚
辭
後
語
』

か
ら
引
く
15
。
揚
雄
は
屈
原
の
自
死
を
咎
め
て
「
君
子
得
時
則
大
行
、
不
得
則

龍
蛇
、
遇
不
遇
命
也
、
何
必
湛
身
哉
」（
君
子
時
を
得
れ
ば
則
ち
大
い
に
行
ひ
、

得
ざ
れ
ば
則
ち
龍
蛇
す
。
遇
不
遇
は
命
な
り
。
何
ぞ
必
し
も
身
を
湛し

づ

め
ん
や
）

と
言
っ
た
。
で
は
、
そ
の
揚
雄
は
ど
の
よ
う
な
人
物
か
。
帝
位
を
簒
奪
し
た
新

の
王
莽
に
臣
従
し
、
重
用
さ
れ
る
も
、
謀
反
の
罪
に
連
座
す
る
と
投
身
自
殺
を

図
り
、
一
命
を
取
り
留
め
て
罪
を
許
さ
れ
る
と
再
び
王
莽
に
仕
え
た
。

其
出
處
大
致
本
末
如
此
、
豈
其
所
謂
龍
蛇
者
耶
。
然
則
雄
固
爲
屈
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原
之
罪
人
、
而
此
文
乃
離
騷
之
讒
賊
矣
。
他
尚
何
說
哉
（
其
の
出

處
の
大
致
本
末
此
の
如
し
。
豈
に
其
れ
謂
ふ
所
の
龍
蛇
な
る
者
か
。

然
れ
ば
則
ち
雄
固
よ
り
屈
原
の
罪
人
た
り
て
、
此
の
文
は
乃
ち
離

騒
の
讒
賊
な
り
。
他
に
尚
ほ
何
を
か
說
か
ん
や
）。

そ
の
出
処
進
退
は
こ
ん
な
も
の
だ
。
ど
こ
が
「
龍
蛇
」（
道
が
行
わ
れ
な
い
時

に
は
出
仕
せ
ず
に
雌
伏
す
る
）か
。
つ
ま
り
揚
雄
は
屈
原
の
罪
人
だ
。「
反
離
騒
」

も
「
離
騒
」
へ
の
讒
言
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
何
も
言
う
こ
と
は
無
い
と
、
朱
熹

は
辛
辣
に
断
罪
す
る
。
つ
ま
り
「
捨
生
而
取
義
」
を
批
判
す
る
揚
雄
自
身
は
紛

れ
も
な
く
「
失
節
の
徒
」
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
「
生
を
婾
み
義
を
忘
れ
、
非
を

り
售
を
求
め
て
、
以
て
天
下
後
世
を
欺
か
ん
と
欲
す
る
者
」
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

（
五
）
附
載
三　

司
馬
光
の
龔龔
勝
論

揚
雄
「
反
離
騒
」
へ
の
朱
熹
の
手
厳
し
い
断
罪
に
続
け
て
引
く
の
は
、
司
馬

光
に
よ
る
前
漢
・
龔
勝
論
で
あ
る
16
。
跋
文
に
言
う
「
同
體
之
士
」
に
当
た
る

と
思
わ
れ
る
。
長
文
の
割
注
が
幾
つ
も
施
さ
れ
て
、
遺
言
の
前
に
「
事
蹟
大
略
」

と
し
て
置
か
れ
た
屈
原
の
伝
に
迫
る
分
量
と
な
っ
て
い
る
。

王
莽
慕
龔
勝
之
名
、
沐
17

以
尊
爵
厚
祿
、
劫
以
滛
威
重
勢
、
而
必
致
之
。

勝
不
勝
逼
迫
、
絕
食
而
死
（
王
莽
、
龔
勝
の
名
を
慕
ひ
、
沐
す
る

に
尊
爵
厚
祿
を
以
て
し
、
劫

お
び
や
かす

に
淫
威
重
勢
を
以
て
し
て
、
必
ず

之
を
致
さ
ん
と
す
。
勝
、
逼
迫
に
勝
へ
ず
、
食
を
絕
ち
て
死
す
）。

王
莽
が
名
士
を
臣
従
さ
せ
よ
う
と
硬
軟
織
り
交
ぜ
て
追
い
詰
め
る
の
を
拒
ん
で

龔
勝
が
絶
食
し
て
死
ん
だ
こ
と
を
、
司
馬
光
は
右
の
よ
う
に
簡
潔
に
述
べ
る
。

絅
斎
は
こ
こ
に
『
漢
書
』
か
ら
長
文
の
割
注
を
入
れ
て
、
龔
勝
が
王
莽
の
帝
位

簒
奪
に
際
し
て
示
し
た
出
処
進
退
と
、
強
引
な
出
仕
要
請
に
追
い
詰
め
ら
れ
て

自
死
す
る
ま
で
を
詳
細
に
補
う
。
帝
位
を
簒
奪
し
て
新
を
建
て
た
王
莽
は
、
絅

斎
お
よ
び
崎
門
派
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
逆
臣
中
の
逆
臣
で
あ
り
、
そ
の
王
莽
に

仕
え
る
こ
と
を
拒
ん
で
絶
食
し
て
死
ん
だ
龔
勝
は
伯
夷
叔
斉
に
比
す
べ
き
守
節

の
士
で
あ
る
だ
ろ
う
。
長
い
割
注
の
後
、『
遺
言
』
は
再
び
司
馬
光
の
文
に
戻
る
。

班
固
以
薰
膏
之
語
譏
焉
（
班
固
、
薫
膏
の
語
を
以
て
譏
る
）。

班
固
が
龔
勝
を
謗
っ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
絅
斎
は
こ
こ
に
も
長
い
割
注

を
挿
入
し
て
、
引
き
続
き
『
漢
書
』
か
ら
龔
勝
の
葬
儀
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
く
。

班
固
撰
『
漢
書
』
と
司
馬
光
撰
『
資
治
通
鑑
』
に
お
け
る
龔
勝
伝
18
は
ほ
ぼ
同

文
で
あ
る
が
、『
漢
書
』
伝
末
尾
に
あ
る
こ
の
場
面
を
『
資
治
通
鑑
』
は
欠
い

て
お
り
、
両
書
の
ほ
ぼ
唯
一
最
大
の
相
違
点
と
な
っ
て
い
る
。

有
老
父
來
弔
、
哭
甚
哀
、
旣
而
曰
、
嗟
虖
、
薰
以
香
自
燒
、
膏
以

明
自
銷
。
龔
生
竟
夭
天
年
、非
吾
徒
也
。
遂
趨
而
出
、莫
知
其
誰
（
老

父
有
り
、
來
り
て
弔
ひ
、
哭
す
る
こ
と
甚
だ
哀
し
。
旣
に
し
て
曰

く
、
嗟
虖
、
薫
は
香
を
以
て
自
ら
燒
け
、
膏
は
明
を
以
て
自
ら
銷
ゆ
。

龔
生
竟
に
天
年
を
夭
す
。
吾
が
徒
に
非
ざ
る
な
り
、
と
。
遂
に
趨

り
て
出
で
、
其
の
誰
た
る
か
を
知
る
莫
し
）。

老
父
は
龔
勝
の
死
を
嘆
き
な
が
ら
も
、
守
節
の
た
め
に
自
死
す
る
と
い
う
選
択

へ
の
批
判
を
表
明
し
て
い
る
。
批
判
的
言
辞
を
一
方
的
に
発
し
て
何
処
へ
と
も

な
く
姿
を
消
す
と
い
う
形
態
は
既
に
見
た
漁
父
や
接
輿
の
逸
話
に
通
じ
る
。『
資

治
通
鑑
』
が
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
欠
く
の
は
、
明
確
な
意
図
を
以
て
の
刪
除
で

あ
ろ
う
。

「
未
聞
有
爲
辨
之
者
19
也
。
可
不
大
哀
歟
」（
未
だ
爲
に
之
を
辨
ず
る
者
有
る

を
聞
か
ざ
る
な
り
。
大
い
に
哀
し
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
）。
司
馬
光
は
龔
勝
の
選

択
を
弁
護
し
た
者
が
か
つ
て
無
い
と
嘆
き
、
班
固
に
反
駁
を
加
え
る
（
以
下
、



浅見絅斎『靖獻遺言』における屈原像 (田宮昌子)

三
四

傍
線
は
筆
者
）。

昔
者
紂
爲
不
道
毒
痡
四
海
。
武
王
不
忍
天
下
困
窮
而
征
之
。
斯
則

有
道
天
子
誅
一
亂
政
之
匹
夫
爾
。
於
何
不
可
。
而
伯
夷
叔
齊
深
非

之
。
義
不
食
周
粟
而

死
。
狷
隘
如
此
。
仲
尼
猶
稱
之
曰
仁
、
以

爲
不
殞
其
節
而
已
（
昔
、
紂
不
道
を
爲
し
四
海
を
毒
痡
す
。
武
王
、

天
下
の
困
窮
に
忍
び
ず
し
て
之
を
征
す
。
斯
れ
則
ち
有
道
の
天
子
、

一
亂
政
の
匹
夫
を
誅
す
る
の
み
。
何
に
於
て
か
不
可
な
ら
ん
。
而

る
に
伯
夷
・
叔
齊
深
く
之
を
非
と
し
、
義
、
周
の
粟
を
食
は
ず
し

て

死
す
。
狷
隘
な
る
こ
と
此
の
如
し
。
仲
尼
猶
ほ
之
を
稱
し
て

仁
と
曰
ふ
は
、
以
て
其
の
節
を
殞お

と

さ
ず
と
爲
す
の
み
）。

「
武
王
は
紂
の
不
道
に
天
下
が
苦
し
む
の
を
見
か
ね
て
こ
れ
を
討
っ
た
。
と
い

う
こ
と
は
、
有
道
の
天
子
が
悪
事
を
働
く
匹
夫
を
成
敗
し
た
に
過
ぎ
ず
、
何
の

問
題
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
伯
夷
叔
斉
は
強
く
非
難
し
、
周
の
食
を
拒
否

し
て
餓
死
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
頑
な
で
あ
る
。
孔
子
が
そ
れ
で
も
彼
ら
を
仁
と
称

し
た
の
は
君
臣
の
義
を
貫
い
た
一
点
を
認
め
て
の
こ
と
で
あ
る
」。『
遺
言
』
は

傍
線
部
分
を
欠
く
。
絅
斎
は
班
固
を
非
難
す
る
司
馬
光
の
観
点
を
支
持
す
る
が
、

湯
武
革
命
の
肯
定
や
伯
夷
叔
齊
を
揶
揄
す
る
こ
と
は
拒
否
し
て
い
る
。

況
於
王
莽
憑
漢
累
世
之
恩
、
因
其
繼
嗣
衰
絕
、

詐
僞
而
盗
之
。

又
欲
誣
洿
淸
士
、
以
其
臭
腐
之
爵
祿
、
甘
言
諛
禮
、
期
於
必
致
。

不
可
以
智
免
、
不
可
以
義
讓
20

、
則
志
行
之
士
、
舍
死
何
以
全
其

道
哉
（
況
ん
や
、
王
莽
、
漢
の
累
世
の
恩
に
憑
り
、
其
の
繼
嗣
衰

絕
に
因
て
、
詐
僞
を

り
て
之
を
盗
み
、
又
た
淸
士
を
誣
洿
す
る
に
、

其
の
臭
腐
の
爵
祿
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
、
甘
言
諛
禮
、
必
致
に
期

さ
ん
と
す
る
に
於
て
を
や
。
智
を
以
て
免
る
べ
か
ら
ず
、
義
を
以

て
讓
る
べ
か
ら
ず
、
則
ち
志
行
の
士
、
死
を
舍
て
て
何
を
以
て
其

の
道
を
全

ま
っ
た
うせ

ん
や
）。

ま
し
て
、
帝
位
を
簒
奪
し
た
逆
臣
に
出
仕
を
求
め
ら
れ
、
逃
れ
る
術
が
無
い
と

い
う
時
に
節
を
守
ろ
う
と
す
れ
ば
、
死
を
選
ぶ
以
外
に
如
何
な
る
方
途
が
あ
る

と
い
う
の
か
、
と
龔
勝
の
自
死
に
非
難
の
余
地
が
無
い
こ
と
を
主
張
す
る
。

或
者
謂
其
不
能
黜
芳
棄
明
、
保
其
天
年
。
然
則
虎
豹
之
鞹
、
何
以

異
於
犬
羊
之
鞹
。
…
又
責
其
不
詭
辭
曲
對
、
若
薛
方
然
。
然
則
將

未
免
於
謟
。
豈
曰
能
賢
21

。
故
勝
遭
遇
無
道
及
此
窮
矣
（
或
る
者
謂

く
、
其
れ
芳
を
黜
け
明
を
棄
て
、
其
の
天
年
を
保
つ
こ
と
能
は
ず

と
。
然
ら
ば
則
ち
虎
豹
の
鞹
、
何
を
以
て
犬
羊
の
鞹
に
異
な
ら
ん
。

…
又
た
其
の
詭
辭
曲
對
、
薛
方
が
若
く
然
ら
ざ
る
を
責
む
。
然
ら

ば
則
ち
將
に
未
だ
謟
に
免
れ
ざ
ら
ん
と
す
。
豈
に
能
く
賢
と
曰
は

ん
や
。
故
に
勝
、
無
道
に
遭
遇
す
る
、
此
に
及
び
て
窮
れ
り
）。

司
馬
光
は
更
に
論
じ
る
。
龔
勝
の
死
に
対
す
る
非
難
を
「
或
る
者
謂
く
」「
ま

た
…
を
責
む
」
と
二
つ
並
べ
、「
其
不
…
然
則
」（
な
ぜ
…
し
な
い
の
か
と
咎
め

る
が
、
そ
う
す
る
な
ら
）
と
非
難
す
る
側
が
提
示
す
る
妥
協
策
を
行
っ
た
場
合

の
結
果
を
挙
げ
る
。「
芳
を
黜
け
明
を
棄
て
」
て
生
き
な
が
ら
え
て
も
、
そ
れ

で
は
虎
豹
の
見
事
な
皮
も
犬
羊
の
あ
り
ふ
れ
た
皮
と
違
い
が
無
く
な
っ
て
し
ま

う
。
薛
方
の
よ
う
に
「
詭
辭
曲
對
」
し
て
逆
臣
に
諂
う
な
ら
、
も
う
賢
者
で
は

な
い
。
つ
ま
り
、
龔
勝
の
自
死
は
無
道
に
よ
っ
て
他
に
道
が
無
い
と
こ
ろ
ま
で

追
い
詰
め
ら
れ
た
結
果
な
の
だ
。

失
節
之
徒
、
排
毁
忠
正
、
以
遂
己
非
。
不
察
者
又
從
而
和
之
。
太
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史
公
稱
、
伯
夷
叔
齊
不
有
孔
子
則
西
山
之

夫
、
誰
識
知
之
。
信

矣
哉
（
失
節
の
徒
、
忠
正
を
排
毀
し
て
以
て
己
が
非
を
遂
げ
、
察

せ
ざ
る
者
又
た
從
ひ
て
之
に
和
す
。
太
史
公
稱
す
、
伯
夷
叔
齊
も
、

孔
子
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
西
山
の

夫
に
し
て
、
誰
か
之
を
識
知
せ

ん
と
。
信
な
る
か
な
）。

「
そ
れ
を
失
節
の
徒
が
忠
正
の
士
を
謗
っ
て
己
の
非
を
正
当
化
し
、
思
慮
の
浅

い
人
々
が
ま
た
そ
れ
に
付
和
雷
同
す
る
。
司
馬
遷
が
『
伯
夷
叔
斉
も
孔
子
が
い

な
け
れ
ば
単
な
る
餓
死
者
に
過
ぎ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
誰
が
そ
の
真
価
を
知
ろ

う
か
』
と
言
っ
た
の
は
全
く
そ
の
通
り
だ
」。
絅
斎
は
「
失
節
之
徒
」
に
崎
門

派
の
「
述
而
不
作
」
の
学
風
に
反
し
て
、「
班
固
を
指
す
也
」
と
自
ら
筆
を
起

こ
し
て
割
注
を
入
れ
、
班
固
が
謀
逆
の
罪
に
連
座
し
て
獄
死
し
た
と
補
う
。
つ

ま
り
「
反
離
騒
」
の
揚
雄
と
同
様
、
守
節
の
士
を
謗
る
本
人
が
失
節
の
徒
で
あ

る
と
念
を
押
し
て
い
る
。

以
上
、
し
ば
し
ば
挿
入
さ
れ
る
長
文
の
割
注
に
よ
っ
て
、
巻
一
冒
頭
の
屈
原

の
伝
に
迫
る
分
量
と
な
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
割
注
の
形
で
絅
斎
が
し
ば
し

ば
登
場
し
22
、
原
拠
文
と
は
ま
た
別
の
一
文
で
あ
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
巻

一
の
中
盤
に
置
か
れ
、
こ
の
後
の
三
篇
は
龔
勝
論
に
付
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に

も
見
え
る
。

（
六
）
附
載
四　

朱
熹
の
守
節
論

龔
勝
論
の
後
に
は
朱
熹
の
文
が
二
篇
置
か
れ
る
。
跋
文
に
言
う
「
先
正
格
論
」

に
当
た
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、『
朱
子
語
類
』
か
ら
後
漢
末
の
名
節
の
士
に
つ
い

て
「
今
世
人
多
道
…
無
補
於
事
」（
今
の
世
人
多
く
道
ふ
…
事
に
補
ふ
無
し
と
）

と
し
て
の
、朱
熹
の
反
論
を
引
く
23
。
朱
熹
は
言
う
。
夏
殷
周
の
三
代
の
後
で
は
、

東
漢
の
士
の
み
が
「
大
義
根
於
其
心
、
不
顧
利
害
、
生
死
不
變
、
其
節
自
是
可

保
」（
大
義
其
の
心
に
根
ざ
し
、
利
害
を
顧
み
ず
、
生
死
も
變
せ
ず
、
其
の
節

自
ら
是
れ
保
つ
べ
し
）。
大
義
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
信
念
を
持
ち
、
世
俗
の
利
害

に
惑
わ
さ
れ
ず
、
生
死
の
関
頭
に
あ
っ
て
も
動
揺
せ
ず
、
節
を
守
っ
た
。
中
央

の
公
卿
大
臣
の
み
な
ら
ず
、
地
方
の
郡
守
た
ち
も
宦
官
た
ち
の
徒
党
を
懲
治
し
、

「
雖
前
者
旣
爲
所
治
、
而
來
者
復
蹈
其
迹
、
誅
殛
竄
戮
、
項
背
相
望
、
略
無
所

創
」（
前
な
る
者
旣
に
治
す
る
所
と
爲
る
と
雖
も
、
來
た
る
者
復
た
其
の
迹
を

蹈
み
、
誅
殛
竄
戮
、
項
背
相
望
み
、
略ほ

ぼ
創こ

る

る
所
無
し
）。
前
任
者
が
処
分
さ

れ
て
も
、
後
任
が
そ
の
跡
に
続
き
、
酷
い
目
に
あ
っ
て
も
24
、
続
々
と
途
切
れ

る
こ
と
が
無
か
っ
た
。
今
日
の
士
大
夫
に
こ
の
よ
う
な
気
概
は
と
て
も
望
む
べ

く
も
な
い
。「
游
談
聚
議
、習
爲
軟
熟
」（
游
談
聚
議
、習
ひ
て
軟
熟
を
爲
す
）。
す
っ

か
り
軟
弱
が
習
い
性
と
な
っ
て
い
て
、
い
ざ
と
い
う
時
に
ど
う
し
て
「
仗
25
節

死
義
」（
節
に
仗
り
義
に
死
す
）
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
大
抵
は
「
不
顧
義
理
、

只
計
較
利
害
」（
義
理
を
顧
り
み
ず
、
只
だ
利
害
を
計
較
す
る
の
み
）。
大
義
は

そ
っ
ち
の
け
で
、
損
得
を
計
算
す
る
ば
か
り
で
あ
る
と
批
判
し
、「
皆
奴
婢
之
態
、

殊
可
鄙
厭
」（
皆
な
奴
婢
の
態
に
し
て
殊こ

と

に
鄙
厭
す
べ
し
）。
こ
う
し
た
こ
と
は

奴
婢
の
態
度
で
あ
り
、
殊
に
卑
し
む
べ
き
こ
と
だ
と
断
罪
す
る
。

（
七
）
附
載
五　

朱
熹
の
失
節
論

行
を
改
め
、
守
節
へ
の
世
間
の
評
価
へ
の
朱
熹
の
警
戒
の
言
を
今
度
は
『
朱

子
文
集
』
か
ら
引
く
26
。
こ
れ
も
守
節
論
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。

後
漢
の
荀
淑
は
梁
氏
の
専
横
の
時
代
に
諫
言
し
た
人
物
で
あ
っ
た
の
に
、
そ

の
子
そ
の
孫
と
失
節
の
度
を
増
し
て
い
き
、
し
か
も
「
不
知
以
爲
非
矣
」（
以

て
非
と
爲
す
を
知
ら
ず
）
で
あ
っ
た
。
絅
斎
は
父
の
直
言
、
子
と
孫
の
失
節
、

そ
れ
ぞ
れ
の
経
緯
を
『
後
漢
書
』
か
ら
長
文
の
割
注
を
入
れ
て
補
っ
て
い
る
。

朱
熹
は
守
節
の
士
の
直
系
の
子
孫
す
ら
瞬
く
間
に
節
を
失
っ
て
し
ま
う
要
因
を
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論
じ
る
。

蓋
剛
大
直
方
之
氣
、
折
於
凶
虐
之
餘
、
而
漸
圖
所
以
全
身
就
事
之

計
。
…
想
其
當
時
父
兄
師
友
之
閒
、
亦
自
有
一
種
議
論
、
文

蓋

覆
、
使
驟
而
聽
之
者
、
不
覺
其
爲
非
、
而
眞
以
爲
是
必
有
深
謀
奇

計
、
可
以
治
國
救
民
於
萬
分
有
一
之
中
也
。
邪
說
横
流
、
所
以
甚

於
洪
水
猛
獸
之
害
、
孟
子
豈
欺
予
哉
（
蓋
し
剛
大
直
方
の
氣
、
凶

虐
の
餘
に
折
れ
て
、
漸
く
身
を
全

ま
つ
た

う
し
事
を
就
す
所
以
の
計
を
圖

る
。
…
想
ふ
に
、
其
の
當
時
、
父
兄
師
友
の
閒
、
亦
た
自
ら
一
種

の
議
論
、
文

蓋
覆
し
て
、
驟
に
之
を
聽
く
者
を
し
て
其
の
非
た

る
を
覺
ら
ず
し
て
、
眞
に
以
て
是こ

れ
必
ず
深
謀
奇
計
、
以
て
萬
分

有
一
の
中
に
國
を
治
め
民
を
救
ふ
べ
き
有
り
と
爲
さ
し
む
る
有
ら

ん
と
。
邪
說
横
流
、
洪
水
猛
獸
の
害
よ
り
甚
し
き
所
以
、
孟
子
豈

に
予
を
欺
か
ん
や
）。

こ
こ
で
は
失
節
を
単
に
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
む
や
み
に
守
節
に
命
を
か
け

る
よ
り
、「
全
身
就
事
」
の
方
が
国
の
た
め
民
の
た
め
だ
と
信
じ
さ
せ
る
よ
う

な
巧
妙
な
言
説
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
孟
子
が
「
邪
說
横
流
」（
詭
弁
が

横
行
す
る
こ
と
）
は
洪
水
や
猛
獸
の
害
よ
り
ず
っ
と
恐
ろ
し
い
と
言
っ
て
い
る

の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
と
言
う
27
。

（
八
）
附
載
六　

黄
榦
の
失
節
論

巻
一
最
後
の
一
篇
は
、
朱
熹
の
娘
婿
で
あ
り
、『
朱
子
行
状
』
撰
者
で
あ
る

黄
榦
の
文
で
あ
る
28
。
引
き
続
き
失
節
を
正
当
化
す
る
論
理
へ
の
警
戒
を
説
く
。

陳
太
丘
、
送
張
讓
父
之
䘮
、
人
以
爲
善
類
賴
以
全
活
者
甚
衆
。
前

輩
亦
以
爲
、
太
丘
道
廣
（
陳
太
丘
、
張
讓
が
父
の
喪
を
送
る
。
人

以
て
善
類
の
賴
り
て
以
て
全
活
す
る
者
甚
だ
衆
と
爲
す
。
前
輩
も

亦
た
以
て
太
丘
は
道
廣
し
と
爲
す
）。

後
漢
末
に
宦
官
専
横
の
弊
が
極
ま
っ
て
い
た
中
で
、
宦
官
・
張
讓
の
父
の
葬
儀

に
名
士
・
陳
太
丘
が
会
葬
し
た
。
世
人
は
こ
の
（
こ
と
を
宦
官
が
恩
に
着
た
）

た
め
に
多
く
の
「
善
類
」（
名
節
の
士
）
が
命
を
救
わ
れ
た
と
評
価
し
て
お
り
、

先
人
た
ち
も
太
丘
を
「
道
廣
」（
度
量
が
広
い
）
と
是
認
し
て
来
た
と
し
て
、

疑
問
を
呈
す
。

如
此
則
枉
尺
直
尋
而
可
爲
歟
。
士
君
子
行
己
立
身
、
自
有
法
度
、

有
義
有
命
。
豈
宜
以
爲
法
（
此
の
如
く
な
れ
ば
則
ち
尺
を
枉
げ
尋

を
直
く
し
て
而
も
爲
す
べ
き
か
。
士
君
子
、
己
を
行
ひ
身
を
立
つ

る
、
自
ら
法
度
有
り
、
義
有
り
命
有
り
。
豈
に
宜
し
く
以
て
法
と

爲
す
べ
け
ん
や
）。

そ
れ
で
は
大
義
の
た
め
に
は
小
義
を
曲
げ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
29
。
士
た
る
も
の
、
こ
ん
な
こ
と
を
「
法
」（
の
り
）
と
す
る

こ
と
が
出
来
よ
う
か
。

天
地
如
此
其
廣
、
古
今
如
此
其
逺
、
人
物
如
此
其
衆
。
便
使
東
漢

善
類
盡
爲
宦
官
所
殺
、
世
亦
曷
嘗
無
善
類
哉
（
天
地
此
の
如
く
其

れ
廣
く
、
古
今
此
の
如
く
其
れ
遠
く
、
人
物
此
の
如
く
其
れ
衆
し
。

便
ち
東
漢
の
善
類
を
し
て
盡
く
宦
官
の
殺
す
所
と
爲
ら
し
む
と
も
、

世
亦
た
曷い

づ

く
ん
ぞ
嘗
て
善
類
無
か
ら
ん
や
）。

「
天
地
は
広
く
、
歴
史
は
悠
久
で
、
ひ
と
も
多
い
。
名
士
が
殺
し
つ
く
さ
れ
て

も
こ
の
世
に
名
士
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
」。
こ
れ
は
前
出
の
朱
熹
の
言
「
前

な
る
者
旣
に
治
す
る
所
と
爲
る
と
雖
も
、
來
た
る
者
復
た
其
の
迹
を
蹈
み
、
誅

殛
竄
戮
、
項
背
相
望
み
、
略ほ

ぼ
創こ

る

る
所
無
し
」
に
通
じ
る
。



宮崎公立大学人文学部紀要　第 31 巻　第 1 号

三
七

若
使
是
眞
丈
夫
又
豈
畏
宦
官
之
禍
而
藉
太
丘
如
此
之
屈
辱
、
以
全

其
身
哉
（
若
し
是
れ
眞
丈
夫
な
ら
し
め
ば
、
又
た
豈
に
宦
官
の
禍

を
畏
れ
て
、
太
丘
此
の
如
く
の
屈
辱
に
藉か

り
て
、
以
て
其
の
身
を

全ま
っ
た
うせ

ん
や
）。

禍
（
死
）
を
恐
れ
て
、
屈
辱
を
忍
ん
で
も
そ
の
身
を
保
と
う
と
す
る
な
ら
、
も

う
「
眞
丈
夫
」
で
は
あ
り
え
な
い
。

吾
人
於
此
等
處
、
直
須
見
得
分
明
、
不
然
未
有
不
墮
坑
落
塹
者
也

（
吾
人
此
等
の
處
に
於
て
直
ち
に
須
く
見
得
て
分
明
な
る
べ
し
。
然

ら
ず
ん
ば
、
未
だ
坑
に
墮
ち
塹
に
落
ち
ざ
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
）。

「
我
々
は
こ
の
点
を
し
っ
か
り
と
心
得
て
い
な
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い

と
、
き
っ
と
道
を
踏
み
外
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」。「
此
等
の
處
に
於
て
」
が

指
す
の
は
先
に
言
う
「
尺
を
枉
げ
尋
を
直
く
し
て
而
も
爲
す
べ
き
か
。
士
君
子

…
豈
に
宜
し
く
以
て
法
と
爲
す
べ
け
ん
や
」
で
あ
ろ
う
。
士
た
る
者
、
義
に
お

い
て
妥
協
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
自
ら
と
門
人
た
ち
を
戒
め
る
。

絅
斎
は
守
節
に
つ
い
て
の
こ
の
警
句
を
以
て
『
遺
言
』
巻
一
を
終
え
る
。
朱

熹
の
文
で
終
え
ず
、
黄
榦
の
こ
の
文
を
加
え
た
の
は
、
こ
の
警
句
を
巻
一
の
結

び
と
し
て
置
く
た
め
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ　
『
靖
獻
遺
言
』
に
お
け
る
屈
原
像

一
、「
捨捨
生
而
取
義
」
を
め
ぐ
る
攻
防

上
述
し
た
よ
う
に
、
遺
言
「
懷
沙
」
乱
辞
が
示
す
決
意
「
死
の
讓
る
べ
か
ら

ざ
る
を
知
る
。
願
く
は
愛
む
な
か
ら
ん
。
明
か
に
君
子
に
告
ぐ
、
吾
將
に
以
て

類
と
な
ら
ん
と
す
」
を
朱
熹
『
集
注
』
は
「
死
の
讓
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ば

則
ち
生
を
捨
て
て
義
を
取
り
て
可
な
り
」
と
説
く
。「
捨
生
而
取
義
」
は
よ
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
『
孟
子
』
告
子
上
篇
の
二
者
択
一
の
譬
え
話
が
出
典
で
あ
る
。

魚
、
我
所
欲
也
。
熊
掌
、
亦
我
所
欲
也
。
二
者
不
可
得
兼
、
舍
魚

而
取
熊
掌
者
也
。
生
、
亦
我
所
欲
也
。
義
、
亦
我
所
欲
也
。
二
者

不
可
得
兼
、
舍
生
而
取
義
者
也
（
魚
は
我
が
欲
す
る
所
な
り
。
熊

掌
も
亦
た
我
が
欲
す
る
所
な
り
。
二
者
兼
ぬ
る
を
得
べ
か
ら
ず
ん

ば
、
魚
を
舍
て
て
熊
掌
を
取
る
者
な
り
。
生
も
亦
た
我
が
欲
す
る

所
な
り
。
義
も
亦
た
我
が
欲
す
る
所
な
り
。
二
者
兼
ぬ
る
を
得
べ

か
ら
ず
ん
ば
、
生
を
舍
て
て
義
を
取
る
者
な
り
）。

「
日
常
食
と
贅
沢
な
美
食
と
、
ど
ち
ら
も
欲
し
い
が
、
ど
ち
ら
か
を
取
る
と
な

れ
ば
、
魚
を
捨
て
て
熊
の
手
を
取
る
」
と
い
う
多
く
が
納
得
す
る
譬
え
を
踏
ま

え
て
、「
生
と
義
と
二
者
択
一
と
な
れ
ば
、
生
を
捨
て
て
義
を
取
る
」
と
い
う

結
論
に
肯
か
せ
る
。

生
亦
我
所
欲
、
所
欲
有
甚
於
生
者
、
故
不
爲
苟
得
也
。
死
亦
我
所
惡
、

所
惡
有
甚
於
死
者
、
故
患
有
所
不
辟
也
（
生
も
亦
た
我
が
欲
す
る

所
な
れ
ど
も
、
欲
す
る
所
生
よ
り
甚
し
き
者
有
り
。
故
に
苟

い
や
し
くも

得

る
を
爲
さ
ざ
る
な
り
。
死
も
亦
た
我
が
惡
む
所
な
れ
ど
も
、
惡
む

所
死
よ
り
甚
し
き
者
有
り
。
故
に
患
も
辟
け
ざ
る
所
有
る
な
り
）。

間
髪
を
入
れ
ず
に
「
生
は
欲
し
い
も
の
だ
が
、
も
っ
と
欲
し
い
も
の
の
た
め
に

は
む
や
み
に
生
を
求
め
な
い
。
死
は
嫌
な
も
の
だ
が
、
も
っ
と
嫌
な
も
の
の
た

め
に
は
敢
え
て
死
を
選
ぶ
こ
と
も
あ
る
」
と
畳
み
か
け
る
。

非
獨
賢
者
有
是
心
也
。
人
皆
有
之
。
賢
者
能
勿
喪
耳
。
…
此
之
謂

失
其
本
心
（
獨
り
賢
者
の
み
是
の
心
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
人
皆

な
之
れ
有
り
。
賢
者
は
能
く
喪
ふ
こ
と
勿
き
の
み
。
…
此
を
之
れ
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其
の
本
心
を
失
ふ
と
謂
ふ
）。

そ
し
て
「
こ
う
し
た
心
は
賢
者
の
み
な
ら
ず
誰
に
で
も
あ
る
。
た
だ
賢
者
は
こ

の
心
を
失
う
こ
と
が
無
い
と
い
う
こ
と
だ
」
と
し
た
上
で
、
だ
か
ら
現
世
的
利

益
に
惑
う
の
は
、「
ひ
と
と
し
て
の
本
性
に
悖
る
こ
と
な
の
だ
」
と
結
論
す
る
。

「
捨
生
而
取
義
」
を
ひ
と
の
「
本
心
」
と
し
、「
本
心
」
を
常
に
失
わ
な
い
で
い

ら
れ
る
の
が
「
賢
者
」
だ
と
す
る
、
孟
子
ら
し
い
性
善
説
で
あ
る
。
こ
の
性
善

説
は
『
遺
言
』
の
基
調
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
絅
斎
自
身
が
『
遺
言
』
を
説
い

た
講
義
の
開
講
趣
旨
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

孰
カ
學
ブ
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ラ
ン
。
旣
學
矣
、
孰
カ
夫
ノ
義
理
ヲ
知

リ
テ
之
ヲ
踐
ム
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
但
所
謂
大
義
ニ
於
テ
、

見
ル
處
無な

け

レ
バ
、
則
緩
急
之
閒
、
惑
テ
且
乖そ

む

カ
ザ
ラ
ン
ト
欲
ス
ト

モ
、
而
モ
得
ベ
カ
ラ
ズ
。
是こ

レ
則
チ
某

そ
れ
が
し

此
編
ヲ
輯あ

つ

ム
ル
所
以
之
本

意
ニ
シ
テ
…
30

「
誰
も
み
な
学
ぶ
こ
と
を
欲
し
、
学
ん
だ
か
ら
に
は
義
理
を
実
践
し
た
い
と
願

う
も
の
だ
。
し
か
し
、
大
義
を
真
に
知
っ
て
い
な
い
と
、
い
ざ
と
い
う
時
に
本

意
に
背
く
こ
と
を
し
て
し
ま
う
。『
遺
言
』
編
纂
の
動
機
は
こ
こ
に
あ
る
」
と

言
う
。『
遺
言
』
は
、
士
が
実
人
生
の
出
処
進
退
に
お
い
て
、「
捨
生
而
取
義
」

と
い
う
ひ
と
の
「
本
心
」
を
失
わ
な
い
た
め
の
「
法
」（
の
り
）
を
示
そ
う
と

す
る
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

附
載
さ
れ
る
六
篇
の
文
で
は
『
遺
言
』
が
提
示
す
る
「
捨
生
而
取
義
」
の
主

題
を
め
ぐ
っ
て
、
批
判
と
そ
れ
へ
の
反
駁
の
攻
防
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
批
判

は
二
種
に
大
別
で
き
る
。

ま
ず
、
漁
父
、
揚
雄
、
老
父
な
ど
、
個
人
に
よ
る
言
行
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
捨

生
而
取
義
」
の
立
場
を
執
る
「
忠
臣
義
士
」
た
ち
に
対
し
、
そ
の
死
を
悼
み
、

才
を
惜
し
み
な
が
ら
も
「
捨
生
」
を
咎
め
る
。
老
父
が
「
哭
す
る
こ
と
甚
だ
哀
し
」

の
後
に
「
薫
は
香
を
以
て
自
ら
燒
け
、
膏
は
明
を
以
て
自
ら
銷
ゆ
」
と
「
捨
生

而
取
義
」
を
否
定
し
、「
吾
が
徒
に
非
ざ
る
な
り
」
と
拒
否
を
表
明
す
る
こ
と

が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
時
に
冷
笑
的
で
も
あ
る
。
漁
父
が
投
げ
か
け

る
詰
問
や
黙
っ
て
笑
い
、
戯
れ
歌
を
歌
い
な
が
ら
去
る
と
い
う
態
度
が
そ
う
で

あ
る
。
揚
雄
の
「
遇
不
遇
は
命
な
り
。
何
ぞ
必
し
も
」
に
は
一
種
の
諦
念
も
纏

わ
り
つ
い
て
い
る
。
彼
ら
は
総
じ
て
道
家
的
観
念
を
持
つ
知
識
人
で
あ
る
。
跋

文
に
言
う
「
生
を
婾
み
義
を
忘
れ
、
非
を

り
售
を
求
め
て
、
以
て
天
下
後
世

を
欺
か
ん
と
欲
す
る
者
」
は
、「
忠
臣
義
士
」
に
こ
う
し
た
詰
問
や
冷
笑
、
諦

念
を
伴
う
否
定
的
言
辞
を
投
げ
か
け
る
人
々
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
方
は
、
漁
父
が
言
う
「
衆
人
」、
司
馬
光
が
言
う
「
或
る
者
」、
朱
熹

が
言
う
「
今
の
世
人
」
と
い
っ
た
世
間
一
般
の
人
々
の
間
に
あ
る
、
空
気
の
よ

う
な
、
反
論
が
困
難
で
、
抗
す
る
の
も
難
し
い
曖
昧
な
言
説
で
あ
る
。
こ
う
し

た
世
論
の
基
盤
に
は
禍
（
死
）
を
避
け
て
「
全
活
」「
全
身
就
事
」
を
望
む
願

い
が
あ
り
、「
芳
を
黜
け
明
を
棄
て
」
て
も
「
其
の
天
年
を
保
つ
」
こ
と
を
良

し
と
す
る
。
結
果
、
大
義
の
た
め
に
小
義
を
曲
げ
る
「
枉
尺
直
尋
」
や
詭
弁
を

弄
し
て
危
難
を
避
け
る
「
詭
辭
曲
對
」
と
い
っ
た
処
世
を
是
認
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
世
論
は
「
邪
說
横
流
」
の
害
の
現
れ
で
も
あ
り
、
失
節
を
正
当

化
す
る
論
理
を
更
に
広
め
て
、
そ
の
害
を
継
続
拡
大
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
も

あ
る
。

こ
れ
ら
二
者
に
つ
い
て
、
絅
斎
は
司
馬
光
の
「
察
せ
ざ
る
者
又
た
從
ひ
て
之

に
和
す
」
を
引
く
よ
う
に
、
前
者
が
先
行
し
、
後
者
は
そ
の
影
響
に
当
た
る
と

見
て
い
る
。
朱
熹
『
文
集
』
か
ら
引
く
「
父
兄
師
友
の
閒
、
亦
た
自
ら
一
種
の

議
論
…
驟
に
之
を
聽
く
者
を
し
て
其
の
非
た
る
を
覺
ら
ず
し
て
、
眞
に
以
て
是こ
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れ
必
ず
…
國
を
治
め
民
を
救
ふ
べ
き
有
り
と
爲
さ
し
む
る
有
り
」
も
そ
う
で
あ

る
。こ

う
し
て
、
巻
一
で
は
「
捨
生
而
取
義
」
を
め
ぐ
る
批
判
と
反
駁
の
攻
防
が

展
開
さ
れ
、
巻
末
に
黄
榦
の
論
を
置
い
て
、
士
た
る
も
の
、
出
処
進
退
に
お
い

て
如
何
な
る
時
も
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
巧
み
な
言
説
に
惑
わ
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
、「
捨
生
而
取
義
」
と
い
う
「
法
」（
の
り
）
を
貫
く
べ
き
だ
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
士
で
は
な
い
、
と
読
者
に
強
く
訴
え
て
終
わ
る
。

以
上
、
中
国
史
上
の
「
忠
臣
義
士
」
が
後
世
に
「
遺
し
た
言
」
と
し
て
、
屈

原
賦
「
懷
沙
」
乱
辞
を
掲
げ
る
巻
一
は
、「
捨
生
而
取
義
」
を
士
の
出
処
進
退

に
お
け
る
「
法
」
と
し
て
提
示
し
、
そ
れ
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
て
き
た
忠
告
、

非
難
、
冷
笑
、
更
に
は
失
節
を
正
当
化
す
る
言
説
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
が
非
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
、
巧
妙
な
言
説
へ
の
警
戒
を
説
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

二
、『
靖
獻
遺
言
』
に
お
け
る
屈
原
像
の
特
徴

以
上
を
踏
ま
え
て
、『
遺
言
』
に
お
け
る
屈
原
像
を
ま
と
め
る
と
、
ま
さ
し

く「
捨
生
而
取
義
」の
一
語
に
尽
き
る
。
屈
原
は
史
上
最
も
早
く
最
も
純
粋
な「
捨

生
而
取
義
」
の
体
現
者
と
し
て
、士
が
よ
る
べ
き
「
法
」
を
後
世
に
示
し
た
「
忠

臣
義
士
」
と
し
て
、
巻
頭
巻
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、
以
下

二
点
の
「
欠
落
」
を
指
摘
で
き
る
。

（
一
）
欠
落
そ
の
一
―
楚
辞
の
文
辞
へ
の
関
心
の
欠
落

絅
斎
は
屈
原
を
取
り
上
げ
る
巻
一
を
「
離
騒
懷
沙
賦
」
と
名
付
け
る
理
由
に

つ
い
て
、
門
人
た
ち
に
『
遺
言
』
を
講
じ
る
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（『
講
義
』）。

ま
ず
、「
離
騒
」
に
つ
い
て
は
、「
以
離
騒
二
字
而
冠
之
者
、
以
屈
原
之
爲
屈

原
皆
從
此
二
字
發
、
故
舉
以
爲
全
篇
之
主
意
要
旨
」（
離
騒
二
字
を
以
て
之
に

冠
す
る
は
、
屈
原
の
屈
原
た
る
は
皆
な
此
の
二
字
よ
り
發
す
る
を
以
て
、
故

に
擧
げ
て
以
て
全
篇
の
主
意
要
旨
と
爲
す
）。
こ
の
よ
う
に
屈
原
を
象
徴
す
る

も
の
と
し
て
「
離
騒
」
を
認
め
な
が
ら
、「
離
騒
」
の
二
字
を
巻
名
に
冠
す
る

の
み
で
、
以
上
に
見
た
よ
う
に
巻
一
に
多
く
の
引
用
を
行
い
な
が
ら
、「
離
騒
」

か
ら
は
一
句
も
引
い
て
お
ら
ず
、「
離
騒
」
の
文
辞
に
は
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。

「
離
騒
」
の
扱
い
は
象
徴
的
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
。

続
い
て
、「
懷
沙
」
に
つ
い
て
は
、「
特
以
懷
沙
賦
爲
遺
言
者
、
以
其
臨
絶
之

音
見
於
懷
沙
二
字
尤
可
見
屈
原
本
意
」（
特
に
懷
沙
賦
を
以
て
遺
言
と
爲
す
は
、

其
の
臨
絶
の
音
、
懷
沙
二
字
に
見
は
れ
、
尤
も
屈
原
の
本
意
を
見
る
べ
き
を
以

て
な
り
）
と
述
べ
る
。
遺
言
「
懷
沙
」
の
前
に
置
い
た
「
事
蹟
大
略
」
で
は
上

述
す
る
よ
う
に
朱
熹
「
離
騒
」
序
「
遂
赴
汨
羅
之
淵
、
自
沈
而
死
」
に
『
史
記
』

か
ら
「
懷
石
」
の
一
語
を
挿
入
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
懷
沙
」
を
遺
言
と
す
る

根
拠
を
支
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
「
懷
沙
」
に
つ
い
て
も
、
遺

言
と
し
て
掲
げ
る
の
は
乱
辞
の
み
で
本
文
を
欠
く
こ
と
に
現
れ
て
い
る
よ
う

に
、
文
辞
に
は
全
く
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。

（
二
）
欠
落
そ
の
二
―
君
上
批
判
や
湯
武
革
命
を
肯
定
す
る
言
辞
の
刪
除

本
論
で
も
見
た
よ
う
に
、
絅
斎
は
持
論
に
抵
触
す
る
文
言
を
執
拗
な
ま
で
に

細
心
の
注
意
を
払
っ
て
刪
除
し
て
い
る
。
文
言
の
刪
除
に
は
、
脇
筋
を
刈
込
む

「
割
愛
」
に
属
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
文
意
を
問
題
視
し
て
取
り
除
こ
う
と
す

る
「
刪
除
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
離
騒
」
を
め
ぐ
っ
て
「
屈
平
の

離
騷
を
作
る
、
蓋
し
怨
み
よ
り
生
ず
る
な
り
」「
湯
武
を
述
べ
て
以
て
世
事
を

刺そ
し

る
」（『
史
記
』「
屈
原
傳
」）、
武
王
の
紂
王
討
伐
に
つ
い
て
「
有
道
の
天
子
、

一
亂
政
の
匹
夫
を
誅
す
る
の
み
。
何
に
於
て
か
不
可
な
ら
ん
」（
司
馬
光
「
龔
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君
賔
論
」）
等
、
君
上
批
判
や
湯
武
革
命
を
肯
定
す
る
文
言
で
あ
る
。
結
果
と

し
て
、『
遺
言
』
屈
原
像
は
「
忠
君
愛
國
」「
譴
綣
惻
怛
」（『
集
注
』
前
序
）
の

一
面
に
（
単
）
純
化
さ
れ
た
形
象
と
な
っ
て
い
る
。

む
す
び
に

以
上
、『
遺
言
』
が
呈
示
す
る
屈
原
像
を
見
て
来
た
。
そ
の
特
徴
と
し
て
の

二
点
の
「
欠
落
」
が
も
た
ら
す
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
？

ま
ず
、
文
辞
へ
の
関
心
の
欠
落
が
も
た
ら
す
結
果
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
楚
辞
の
文
辞
が
も
た
ら
す
恍
惚
や
慰
撫
、
苦
悩
の
昇
華
と
い
っ
た
文

学
的
な
機
能
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
数
々
の
香
草
や
神
々
、
精
霊
た
ち

な
ど
、
屈
原
賦
の
作
品
世
界
に
登
場
す
る
諸
要
素
も
欠
落
し
、
端
午
節
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
な
、
楚
辞
を
生
ん
だ
地
の
民
間
伝
承
や
風
俗
と
の
繋
が
り
の
回
路

を
も
欠
く
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
絅
斎
が
執
拗
に
刪
除
す
る
文
言
は
、
中
国
の
政
治
伝
統
の
う
ち
、
天

命
思
想
や
そ
れ
に
基
づ
く
革
命
思
想
な
ど
を
背
景
と
し
て
お
り
31
、
近
代
的
な

批
判
精
神
や
革
命
思
想
に
結
び
付
く
可
能
性
を
持
っ
た
要
素
を
も
内
包
す
る
。

『
遺
言
』
屈
原
像
の
特
徴
は
、
中
国
の
屈
原
像
お
よ
び
屈
原
伝
承
と
日
本
の

そ
れ
ら
と
の
違
い
に
繋
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
遺
言
』
が
屈
原
像
の
原
型

か
ら
取
り
除
い
た
二
要
素
は
、
中
国
に
お
い
て
、
近
代
の
訪
れ
に
伴
っ
て
「
忠

君
」
の
存
立
基
盤
が
消
失
し
た
後
に
、
屈
原
像
と
そ
の
伝
承
が
再
生
を
果
た
す

重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
を
欠
く
こ
と
が
現
代
日
本
に
お
け
る
屈
原
伝

承
の
命
運
の
要
因
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
を
踏
ま
え
て
、次
は
絅
斎
に
よ
る
朱
熹
『
楚
辭
集
注
』
講
義
録
で
あ
る
『
楚

辭
師
說
』
の
研
究
に
進
み
、
絅
斎
の
『
靖
獻
遺
言
』
と
『
楚
辭
集
注
』
講
義
が

形
成
し
た
屈
原
像
の
構
成
要
素
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
、そ
れ
ら
と
朱
熹
『
楚

辭
集
注
』
が
呈
示
す
る
屈
原
像
と
の
相
違
点
を
考
察
し
た
い
。

附
記:

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究(

Ｃ)

「
国
際
漢
学
に
お
け

る
日
本
楚
辞
学
の
位
置
づ
け
と
意
義
」（
課
題
番
号19K00377

）
の
助
成
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
。

１  

拙
稿
「
浅
見
絅
斎
『
靖
獻
遺
言
』
の
構
想
と
思
想
」『
宮
崎
公
立
大
学
人
文

学
部
紀
要
』
第
三
〇
巻
、
二
〇
二
三
年
三
月
。

２  『
遺
言
』
テ
キ
ス
ト
は
、
伝
存
す
る
最
も
早
期
の
刊
本
に
基
づ
く
近
藤
啓
吾
・

金
本
正
孝
編
『
淺
見
絅
齋
集
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）
所
収
テ
ク

ス
ト
を
底
本
と
す
る
。
訓
読
も
底
本
に
基
本
的
に
従
っ
て
い
る
が
、
読
み

易
さ
を
考
慮
し
て
送
り
仮
名
や
読
点
の
一
部
を
変
更
し
て
い
る
。

3  

刊
本
の
体
裁
に
つ
い
て
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
補
刻
版
（
北
海
道

大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
・952/SEI

）「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」https://

kokusho.nijl.ac.jp/

に
拠
る
。

４  

附
載
の
文
に
は
少
な
か
ら
ぬ
割
注
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
は
既
に
前
稿
（
前
掲
注
１
拙
稿
）
で
具
体
的
に
検
討
し
た
。
こ
の
た
め

本
稿
で
は
論
述
の
必
要
に
応
じ
て
限
定
的
に
言
及
す
る
に
留
め
る
。

５  
注
９
参
照
。

６  

注
１
拙
稿
。
以
下
同
様
。

７  

注
９
参
照
。
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８  

揚
雄
『
法
言
』
吾
子
篇
に
「
詩
人
之
賦
麗
以
則
、辭
人
之
賦
麗
以
淫
」
と
言
う
。

９  

Ⅰ
冒
頭
で
示
す
よ
う
に
、
遺
言
で
あ
る
「
懷
沙
」
乱
辞
の
後
に
付
さ
れ
る

六
篇
の
文
章
は
、
遺
言
に
対
し
て
行
頭
を
二
文
字
下
げ
た
上
で
、
そ
れ
ぞ

れ
改
行
を
加
え
、「
漁
父
辭
曰
」「
朱
子
曰
」
等
と
導
入
言
を
挿
入
し
て
始

め
て
お
り
、
六
篇
の
別
個
の
文
章
で
あ
る
こ
と
が
視
覚
的
に
も
明
瞭
に
示

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
遺
言
の
前
に
置
か
れ
る
「
事
蹟
大
略
」
に
当
た
る

部
分
は
、こ
こ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、朱
熹
『
楚
辭
集
注
』「
離
騒
」
序
に
『
史

記
』「
屈
原
傳
」
か
ら
補
足
を
加
え
た
略
伝
に
続
け
て
、
司
馬
遷
と
朱
熹
の

屈
原
評
を
そ
れ
ぞ
れ
「
傳
曰
」「
朱
子
曰
」
と
導
入
言
を
加
え
る
も
の
の
改

行
す
る
こ
と
な
く
繋
げ
、
一
篇
の
序
文
の
形
を
呈
し
て
い
る
。

10  「
補
曰
」
と
洪
興
祖
『
楚
辭
補
注
』
を
引
く
部
分
に
当
た
る
。

11  

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
は
前
掲
注
１
拙
稿
参
照
。

12  

注
14
参
照
。

13  

矢
田
尚
子
「
笑
う
教
示
者
―
楚
辞
「
漁
父
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
集

刊
東
洋
学
』
第
一
〇
四
号
、
二
〇
一
〇
年
、
三
五
頁
上
段
。

14  「
漁
父
」
辞
は
前
漢
に
編
ま
れ
た
司
馬
遷
『
史
記
』「
屈
原
傳
」
に
登
場
す
る

の
が
今
に
伝
わ
る
中
で
は
最
も
早
い
が
、
辞
賦
作
品
と
し
て
引
か
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
屈
原
に
つ
い
て
叙
述
す
る
本
文
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。

「
漁
父
」
辞
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
楚
辞
集
と
し
て
今
に
伝
わ
る
中
で
は

最
も
早
い
（
後
漢
）
王
逸
『
楚
辭
章
句
』
に
屈
原
賦
と
し
て
収
録
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
拠
る
が
、
字
句
は
『
史
記
』「
屈
原
傳
」
と
ほ
ぼ
同
じ
な
が
ら
、

末
尾
に
漁
父
が
「
滄
浪
の
歌
」
を
歌
っ
て
去
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
つ
と
い

う
違
い
が
あ
る
。
両
者
に
お
け
る
「
滄
浪
の
歌
」
の
有
無
に
つ
い
て
は
、

司
馬
遷
が
『
史
記
』
を
撰
し
た
時
点
で
は
無
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
有
っ

た
の
に
削
っ
た
の
か
、中
島
千
秋
「
楚
辞
と
史
記
と
の
『
漁
父
』
に
つ
い
て
」

（『
愛
媛
大
学
紀
要
』
第
三
巻
、一
九
五
六
年
）
等
、関
心
を
持
た
れ
て
き
た
が
、

そ
の
中
島
論
文
が
言
う
よ
う
に
、
ど
ち
ら
で
あ
る
か
断
定
で
き
る
材
料
は

今
の
と
こ
ろ
無
い
。
た
だ
、
絅
斎
が
『
遺
言
』
を
撰
し
た
時
点
で
は
、
両

書
を
今
に
伝
わ
る
形
で
見
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ

で
言
う
「
倣
う
」
は
、「
滄
浪
の
歌
」
を
欠
く
『
史
記
』
の
形
を
採
る
選
択

が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。

15  

こ
こ
で
は
朱
熹
序
を
基
本
的
に
は
忠
実
に
採
録
し
て
い
る
も
の
の
、
若
干

の
改
編
を
加
え
て
お
り
、
そ
こ
に
絅
斎
の
思
想
と
学
の
特
徴
を
指
摘
出
来

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
１
拙
稿
、
四
十
頁
上
段
参
照
。

16  

司
馬
光
「
龔
君
賔
論
」。『
性
理
大
全
書
』（
卷
六
十
一
・
歴
代
三
・
西
漢
、

以
下
『
大
全
書
』）
お
よ
び
『
温
国
文
正
司
馬
公
文
集
』（
巻
第
七
十
・
論
一
、

以
下『
文
集
』）で
テ
キ
ス
ト
を
確
認
。『
大
全
書
』『
文
集
』は
ほ
ぼ
同
文
だ
が
、

若
干
の
異
同
有
り
。
字
句
の
異
同
に
つ
い
て
、『
遺
言
』
は
『
大
全
書
』
と

同
様
で
あ
る
た
め
、
絅
斎
が
見
た
の
は
『
大
全
書
』
所
収
の
も
の
と
思
わ

れ
る
。
な
お
、
テ
キ
ス
ト
確
認
に
使
用
し
た
影
印
は
共
に
「
中
國
哲
學
書

電
子
化
計
劃(ctext.org)

」
公
開
の
『
性
理
大
全
書
』（
底
本

：

欽
定
四

庫
全
書·

子
部·

儒
家
類
、浙
江
大
學
圖
書
館
蔵
）、『
温
国
文
正
司
馬
公
文
集
』

（
底
本

：『
四
部
叢
刊
初
編
』、
景
常
熟
瞿
氏
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
宋
紹
興
刊
本
）。

17  『
大
全
書
』
諸
本
に
「
訹
」「
怵
」「
沐
」
の
三
種
の
異
同
が
あ
る
（
近
藤
啓
吾
『
靖

獻
遺
言
講
義
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
年
、
四
十
頁
）。
こ
こ
は
底
本
に

従
う
。

18  

そ
れ
ぞ
れ
『
漢
書
』
巻
七
十
二
「
王
貢
兩
龔
鮑
傳
」
と
『
資
治
通
鑑
』
卷

三
十
七
漢
紀
二
十
九
「
王
莽
始
建
國
三
年
」。
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四
二

19  『
大
全
』
は
こ
の
通
り
だ
が
、『
文
集
』
は
「
爲
之
辨
者
」。
絅
斎
が
見
て
い

る
の
は
『
大
全
』
と
思
わ
れ
る
。

20  『
遺
言
』
底
本
は
「
譲
」。『
大
全
』『
文
集
』
で
は
「
攘
」。

21  『
大
全
』
は
こ
の
通
り
。『
文
集
』
は
「
賢
能
」。

22  

割
注
と
い
え
ど
も
引
用
の
形
を
と
り
、自
説
を
直
接
述
べ
な
い
の
が
『
遺
言
』

の
通
例
で
あ
る
が
、
自
ら
書
き
起
こ
し
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
巻
一
で
は

三
箇
所
あ
る
。
こ
れ
ら
の
僅
か
な
例
外
は
絅
斎
の
強
い
拘
り
が
現
れ
た
も

の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
三
例
中
二
例
が
龔
勝
論
中
に
あ
る
。

23  『
朱
子
語
類
』「
論
語
十
七
」「
泰
伯
篇
」「
曾
子
曰
可
以
託
六
尺
之
孤
」。

24  「
誅
」（
チ
ュ
ウ
）
は
殺
す
、族
殺
す
る
。「
殛
」（
キ
ョ
ク
）
は
誅
殺
す
る
。「
竄
」

（
ザ
ン
）
も
誅
殺
す
る
。「
戮
」（
リ
ク
）
は
殺
す
、
屍
を
さ
ら
す
。

25  『
靖
獻
遺
言
』
底
本
で
は
「
仗
」
に
作
り
、「
仗
り
」
と
訓
じ
て
い
る
が
、『
朱

子
語
類
』（
宋
咸
淳
六
年
導
江
黎
氏
本
・
明
成
化
九
年
江
西
藩
司
覆
刊
）
で

は
「
伏
」
に
作
る
。

26  『
朱
子
文
集
』
巻
三
十
五
「
答
劉
子
澄
」。

27  

孟
子
の
「
邪
說
横
流
」
説
に
つ
い
て
は
、『
孟
子
』
滕
文
公
篇
に
「
當
堯
之
時
、

天
下
猶
未
平
、
洪
水
橫
流
、
氾
濫
於
天
下
」（
滕
文
公
上
）「
昔
者
禹
抑
洪

水
而
天
下
平
、
周
公
兼
夷
狄
驅
猛
獸
而
百
姓
寧
…
我
亦
欲
正
人
心
、
息
邪
說
」

（
滕
文
公
下
）
な
ど
の
言
が
散
見
さ
れ
る
が
『
文
集
』
の
こ
こ
で
の
文
脈
に

ぴ
っ
た
り
と
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。

28  『
性
理
大
全
』
卷
六
二
・
東
漢
・
陳
寔
。

29  「
枉
尺
直
尋
」
の
出
典
は
『
孟
子
』
滕
文
公
下
「
枉
尺
而
直
尋
」。
発
話
者
は
「
大

義
の
た
め
に
敢
え
て
小
義
を
曲
げ
る
」
と
肯
定
的
に
捉
え
、
孟
子
が
利
を

義
よ
り
重
ん
じ
る
考
え
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。

30  

底
本
テ
キ
ス
ト
は
漢
文
の
み
、
返
り
点
付
き
、
読
み
下
し
が
混
在
す
る
。

読
み
易
さ
を
考
慮
し
て
、
返
り
点
の
み
の
部
分
も
読
み
下
し
、
送
り
仮
名

を
加
え
た
。
な
お
、『
遺
言
』
講
義
の
開
講
趣
旨
に
つ
い
て
詳
し
く
は
前
掲

注
１
拙
稿
参
照
。

31  

天
命
思
想
を
め
ぐ
る
崎
門
派
内
の
論
争
に
つ
い
て
は
「
浅
見
絅
斎
『
楚
辭

師
説
』
研
究
序
説
―
崎
門
派
の
学
と
思
想
―
」「
Ⅱ 

崎
門
派
に
お
け
る
忠
」

（『
宮
崎
公
立
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
二
八
巻
、二
〇
二
一
年
三
月
）
参
照
。


